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監　査　項　目

予算の執行（資金前渡、
委託料、補助金含む）

１ 歳入調定書兼調定額通知書
において、会計課への回付が
漏れているものがあった。

再発防止のため、課内会議
で指摘事項を共有したうえ
で、会計課への伝票回付時に
使用するボックスに注意喚起
のシールを貼った。

２ 契約締結兼支出負担行為伺
書において、件名が誤ってい
るもの並びに予定価格及び比
較価格の記載が漏れているも
のが見受けられた。

該当箇所を修正し、必要事
項を記載した。再発防止のた
め、課内会議で指摘事項を共
有したうえで、決裁回付時の
確認項目リストを作成した。

３ 見積書兼請書において、記
載が漏れているものがあっ
た。

該当箇所に必要事項を記載
した。再発防止のため、課内
会議で指摘事項を共有したう
えで、決裁回付時の確認項目
リストを作成した。

４ 準備契約の契約締結報告書
兼経過調書において、見積月
日が４月１日より前の日付に
なっているものが見受けられ
た。

該当箇所を訂正した。再発
防止のため、課内会議で指摘
事項を共有したうえで、決裁
回付時の確認項目リストを作
成した。

 公有財産の管理 １ 公有財産建物使用貸借契約
書において、暴力団等排除措
置に関する特約書の添付が漏
れているものが見受けられ
た。

再発防止のため、課内会議
で指摘事項を共有したうえ
で、貸借契約書の起案回付時
の添付資料確認リストを作成
した。

２ 市有地維持管理委託（単価
契約）等の報告書において、
記載が誤っているものをその
まま収受しているものが見受
けられた。

該当箇所を訂正した。再発
防止のため、課内会議で指摘
事項を共有した。

吉祥寺パークエリアまち
の将来像策定に向けた地域
展開

１ 電子決裁による起案書にお
いて、施行日及び浄書した文
書の登録が漏れているものが
見受けられた。

該当箇所を修正し、浄書し
た文書を登録した。再発防止
のため、課内会議で指摘事項
を共有したうえで、文書管理
システムにおいて、決裁後又
は施行時の文書が最新情報で
あることの確認を徹底した。

１　定期監査（令和６年度事務の監査　第２回）（令和７年７月31日報告）措置事項

総合政策部資産活用課

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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監　査　項　目

予算の執行（資金前渡、
委託料、補助金含む）

１ 資金前渡している市長・市
役所交際費について、立替払
いとなっているものが見受け
られた。

「会計事務の注意点」等に
ついて、課内打ち合わせで留
意点と併せて共有した。ま
た、案内状の確認等、会費に
ついて事前の確認を徹底して
いる。

２ 契約締結兼支出負担行為伺
書において、予定価格及び比
較価格の記載が漏れているも
のが見受けられた。

記載が漏れていた予定価格
及び比較価格を記載した。
改めて「物品等契約の手引

き」等について、課内打ち合
わせで留意点と併せて共有
し、起票者・決裁者の確認を
徹底している。また、多くの
職員が日常的に契約行為に触
れる機会を持てるよう分担を
見直し、手順の定着を図って
いる。

３ 見積書兼請書において、消
費税額の記載が漏れているも
の及び契約確定日の記載が
誤っているものがあった。

記載が漏れていた消費税額
を記載、契約確定日を正しい
ものに訂正した。「物品等契
約の手引き」等について、改
めて課内打ち合わせで留意点
と併せて共有し、起票者およ
び決裁者の確認を徹底してい
る。

４ 支出命令書において、支出
負担行為伺書（単価契約）の
決裁前に起票しているものが
あった。

改めて「物品等契約の手引
き」等について、課内打ち合
わせで留意点と併せて共有
し、起票者・決裁者の確認を
徹底している。また、多くの
職員が日常的に契約行為に触
れる機会を持てるよう分担を
見直し、手順の定着を図って
いる。

５ 委託契約において、成果物
の納品後に再委託確認書・再
委託承諾申請書を収受してい
るものが見受けられた。

改めて「物品等契約の手引
き」等について、課内打ち合
わせで留意点と併せて共有
し、起票者・決裁者の確認を
徹底している。また、多くの
職員が日常的に契約行為に触
れる機会を持てるよう分担を
見直し、手順の定着を図って
いる。

郵券・金券類、公印及び
備品の管理

１ 切手等受払票において、記
載が漏れているものが見受け
られた。

記載が漏れていた使用者欄
に記載した。「文書管理規
則」等について、課内打合せ
で留意点と併せて共有し、正
しい運用に改めている。

１　定期監査（令和６年度事務の監査　第２回）（令和７年７月31日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

総合政策部秘書広報課
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監　査　項　目

予算の執行（資金前渡、
委託料、補助金含む）

１ 歳入調定書兼調定額通知書
において、会計事務規則に定
められた期限までに通知して
いないものが見受けられた。

担当内で根拠規定である武
蔵野市会計事務規則第19条第
１項ただし書の条文を確認
し、以後、翌月５日までに会
計管理者に通知するよう処理
している。

２ 市民文化会館使用料等取消
に伴う還付金において、歳入
還付命令書ではなく、支払額
調書兼支出負担行為伺書兼支
出命令書で処理しているもの
があった。

歳入還付で処理すべきとこ
ろ誤って歳出還付を行ってい
たため、歳入還付と歳出還付
の処理のルールを定め、以
後、適切に処理している。

３ 契約締結兼支出負担行為伺
書において、物品取扱主任の
押印が漏れているものが見受
けられた。

係内で契約締結兼支出負担
行為伺書を確認し、物品主任
が押印した。以後、適切に処
理している。

４ 契約締結兼支出負担行為伺
書において、予定価格及び比
較価格の記載が漏れているも
のが見受けられた。

記載漏れについて補記し
た。以後、適切に処理してい
る。

５ 支出負担行為伺書兼決定書
及び契約締結報告書兼経過調
書において、私印で決裁され
ているものが見受けられた。

各係で支出負担行為伺書兼
決定書及び契約締結報告書兼
経過調書を確認し、日付印に
より正しい決裁日で押印し
た。以後、決裁は日付印であ
ることを再度確認し適切に処
理している。

６ 見積書兼請書において、改
正前の個人情報等の取扱いに
関する特記仕様書が添付され
ているものがあった。

係内で最新の特記仕様書が
添付されていなかったことを
確認し、改正後の特記仕様書
に差し替えた。以後、適切に
処理している。

７ 見積書兼請書において、委
託内容とは関係ない書類が添
付されているものをそのまま
収受しているものがあった。

見積書兼請書の添付書類を
確認し、誤って添付された再
委託の確認書を本来添付すべ
きであった再委託確認書と差
し替えた。以後、適切に処理
している。

８ 準備契約の契約締結報告書
兼経過調書において、見積月
日が４月１日より前の日付に
なっているものが見受けられ
た。

係内で確認し、見積月日を
訂正した。以後、準備契約時
の見積月日について、適切に
処理している。

９ 契約締結報告書兼経過調書
において、記載が誤っている
ものが見受けられた。

誤った記載を訂正した。以
後、適切に処理している。

１　定期監査（令和６年度事務の監査　第２回）（令和７年７月31日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

市民部市民活動推進課
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

予算の執行（資金前渡、
委託料、補助金含む）

10 委託契約において、再委託
確認書・再委託承諾申請書の
記載が漏れているもの及び
誤っているものがあった。

再委託確認書・再委託承諾
申請書の記載を確認し、記載
漏れについては補記し、記載
の誤りは修正した。以後、適
切に処理している。

11 コミュニティセンター自家
用電気工作物・一般電気工作
物保管管理業務委託の実績報
告書において、指定管理者の
確認を経ずに提出されている
ものをそのまま収受してい
た。

業務委託の実績報告書を確
認し、指定管理者に連絡のう
え、指定管理者の確認を経た
実績報告書を収受した。以
後、適切に処理している。

12 三多摩平和運動センター補
助金申請書及び実績報告書に
おいて、補助金等に係る収支
決算が明らかでないものが
あった。

本市の補助金が含まれる項
目について補助金交付団体に
確認した。以後、適切に処理
している。

郵券・金券類、公印及び
備品の管理

１ 切手等受払票において、使
用日以前に所属長が確認を
行っているものがあった。

日付印により正しい決裁日
で押印した。以後、決裁は正
しい決裁日の日付印であるこ
とを再度確認している。

２ 備品台帳において、登録が
漏れているものがあった。

登録が漏れていた備品は、
登録を完了した。備品シール
の貼付位置が悪く登録を確認
できなかった備品について
は、調査後にシールを確認
し、備品登録があることを確
認した。備品購入時には備品
登録を同時に行うよう係内で
確認した。

 男女平等推進施策事業 １ 男女平等推進センター会議
室使用申請書において、記載
が漏れているもの及び誤って
いるものがあった。

係内で記載漏れ及び事務処
理マニュアルを確認し、記載
漏れについては補記し、誤り
は訂正した。以後、適切に処
理している。

２ パートナーシップ届受理証
金銭管理簿において、記載が
漏れているものが見受けられ
た。

係内で記載漏れ及び事務処
理マニュアルを確認し、記載
漏れについて補記した。以
後、適切に処理している。
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監　査　項　目

予算の執行（資金前渡、
委託料、補助金含む）

１ 前渡金整理簿において、記
載が誤っているものが見受け
られた。

指摘事項を確認のうえ、指
摘内容についてメールで所属
職員全員と情報共有したほ
か、課内会議において改めて
口頭で注意喚起した。
また、節番号の誤りや件名

の伝票との不一致といった訂
正可能なものについては、す
べて訂正した。
以後、適正に処理してい

る。

２ 委託契約において、再委託
確認書・再委託承諾申請書の
徴取が漏れているものが見受
けられた。

当該事案については、改め
て委託先から再委託確認書・
再委託承諾申請書を徴取し
た。
指摘内容については、メー

ルで所属職員全員と情報共有
したほか、再委託確認書・再
委託承諾申請書の徴取の漏れ
が生じないよう、徴取後に必
ず原本を課長まで回付するこ
ととした。
以後、この流れを徹底し、

適正に処理している。

３ 再委託確認書・再委託承諾
申請書において、個人情報の
取扱の有無の記載がないもの
をそのまま収受していた。

指摘内容について、メール
で所属職員全員と情報共有し
たほか、再委託確認書・再委
託承諾申請書の記載内容の確
認を徹底するため、徴取後に
必ず原本を課長まで回付する
こととした。
以後、この流れを徹底し、

適正に処理している。

４ 南房総市夏季期間中の民宿
利用助成申請書において、要
綱で定められた期限を過ぎて
申請されたものをそのまま収
受していた。

指摘事項について、課長、
主査、担当職員の３者で対面
による打ち合わせを行い、情
報共有した。
当該事案については、でき

るだけ本事業を利用していた
だきたい趣旨で、処理期間を
考慮しても対応可能であると
の判断で収受したものだが、
現行の要綱には反した運用で
あったため、令和８年５月１
日までに要綱の改正を行う。

１　定期監査（令和６年度事務の監査　第２回）（令和７年７月31日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

市民部多文化共生・交流課
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監　査　項　目

予算の執行（資金前渡、
委託料、補助金含む）

１ 見積書兼請書において、契
約金額を訂正しているものが
見受けられた。また、履行期
間等を職員の訂正印のみで訂
正しているものが見受けられ
た。

帳票類の記入に係る認識に
誤りがあったため、課内で指
摘事項を回覧、及び課内会議
で周知し再共有したうえで、
加筆・訂正を行った。以後、
適正に処理している。

２ 印刷製本契約において、印
刷校正確認カードの校正者確
認印欄に受注者が押印してい
るものがあった。

印刷校正確認カードの校正
者確認印欄については発注者
が確認・押印すべき欄である
ことを課内で指摘事項を回
覧、及び課内会議で周知し再
共有した上で、修正を行っ
た。以後、適正に処理してい
る。

【監査意見】
(扶助費の支給事務の改

善について)

１ 扶助費の支給事務につい
て、前渡金の精算遅延及び請
求書（医療機関等からのも
の）の受領から支払いまで、
時間を要している状況が常態
化していると見受けられる
が、それらを改善するための
取り組みについて研究・検討
されたい。

書類受領から起票までに１
か月を超える時間がかかるも
のについて、書類の分類や請
求書の不備等を、令和７年10
月より、就労支援「むすび」
に依頼し、起票までの時間短
縮に取り組んでいる。

郵券・金券類、公印及び
備品の管理

１ 切手等受払票において、記
載が漏れているものが見受け
られた。

切手等の購入及び使用時は
後刻ではなく必ず同時に受払
票に記載することを課内で指
摘事項を回覧、及び課内会議
で周知し再共有したうえで、
加筆を行った。以後、適正に
処理している。

２ ごみ処理袋引換券の受領者
リストにおいて、記載が漏れ
ているものがあった。

引換券の受領及び払い出し
時は後刻ではなく必ず同時に
リストに記載することを課内
で指摘事項を回覧、及び課内
会議で周知し再共有したうえ
で、漏洩箇所について記載を
行い、以後、適正に処理して
いる。

３ 新規購入備品において、備
品登録及び備品シールの貼付
が漏れていた。

物品取扱主任が伝票起票時
に備品登録及び備品シールの
貼付を行うことを徹底し、納
品後の処理に漏れがないよう
にすることを課内での指摘事
項の回覧、及び課内会議での
周知により再共有し、登録及
び貼付を行った。以後、適正
に処理している。

１　定期監査（令和６年度事務の監査　第２回）（令和７年７月31日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

健康福祉部生活福祉課
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 生活保護費 １ 起案書等において、訂正印
なく訂正しているもの及び摩
耗消去タイプのペンで記載し
ているものが見受けられた。

帳票類の記入にかかる認識
に誤りがあったため、課内で
指摘事項を回覧、及び課内会
議で周知し再共有したうえ
で、加筆・訂正を行った。以
後、適正に処理している。

【監査意見】
  (現金の取扱いについて)

１ 資金前渡され未受領となっ
ている保護費は、正当な債権
者に支払うまでは公金であ
る。職員のモラル任せにする
ことなく、事故及び不正を防
止する方策を更に検討された
い。

保管場所については管理職
が確認できる常時鍵のかかっ
ているキャビネットに移し
た。持ち出す際は持ち出し簿
に記載し課長確認を必須とし
た。
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監　査　項　目

予算の執行（資金前渡、
委託料、補助金含む）

１ ２件（合計金額３万円以
上）の消耗品の購入におい
て、同一業者、同日起票、同
一納期の契約を分割して行っ
ているものがあった。

契約事務の適正な執行につ
いて、課内会議において各担
当に本件を報告し注意喚起す
るとともに、係ミーティング
において「契約の基礎知識」
及びリスク事例により再発防
止の意識づけを係全体に行っ
た。

２ 見積書兼請書の品名・規格
欄、または見積書兼請書に綴
じられた仕様書に別紙を参照
する記載があるものにおい
て、別紙の添付が漏れている
ものをそのまま収受してい
た。

別紙の添付が漏れていたも
のについては、再提出を依頼
し、２月24日に別紙の添付の
ある見積書兼請書の提出を受
けた。

契約事務の適正な執行につ
いて、課内会議において各担
当に本件を報告し注意喚起す
るとともに、係ミーティング
において「契約の基礎知識」
及び「文書ハンドブック」に
より文書事務の基本も含めて
再確認することにより再発防
止の意識づけを係全体に行っ
た。

３ 委託契約等において、再委
託確認書・再委託承諾申請書
の徴取が漏れているものが
あった。

委託契約において再委託確
認書・再委託承諾申請書の徴
取が漏れていたものについて
は、委託契約を締結した事業
者が廃業しており、徴取を行
うことが不可能である。

契約事務の適正な執行につ
いて、課内会議において各担
当に本件を報告し注意喚起す
るとともに、係ミーティング
において「契約の基礎知識」
により係全体に再発防止の意
識づけを行った。

１　定期監査（令和６年度事務の監査　第２回）（令和７年７月31日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

教育部教育企画課

8



監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

４ 再委託確認書・再委託承諾
申請書において、記載が漏れ
ているものをそのまま収受し
ているもの及び記載が漏れて
いるものがあった。

再委託確認書・再委託承諾
申請書において記載が漏れて
いるものについては、記載の
うえ令和８年３月末を期限に
再提出を依頼した。

契約事務の適正な執行につ
いて、課内会議において本件
を各担当に報告し注意喚起す
るとともに、係内において
「契約の基礎知識」及び「文
書ハンドブック」により文書
事務の基本を含めて再確認す
ることにより係全体に再発防
止の意識づけを行った。

【監査意見】
(工事記録写真の受領に

ついて)

１ 主管課工事において、事業
者が任意で提出する工事写真
帳等は検査の実効性を担保す
る観点からメリットがある。
受領するに当たっては、公文
書となるため、記載事項の誤
り等について適正に訂正及び
修正を行うとともに、適切に
保管されたい。

記載事項の誤りの訂正方法
等について、係内に誤りが
あった場合は、市職員が訂正
するのではなく、相手方に訂
正を求めることを周知徹底し
た。訂正可能なものは訂正
し、適正な管理については、
従前通り、ファイル基準に基
づき、公文書として管理して
いく。

 管外出張旅費の支給 １ 出張復命書について、提出
期限を経過してから収受して
いた。

出張復命書の提出期限の部
内への周知が不足していたこ
とによる。

このことを踏まえ、改めて
部内職員へ提出期限の周知を
行うとともに、管外出張命令
書が教育企画課へ提出された
際に、都度出張者に対し管外
出張後の出張復命書の提出に
ついて再度案内することとし
た。
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監　査　項　目

予算の執行（資金前渡、
委託料、補助金含む）

１ 前渡金整理簿において、会
計事務規則に定められた様式
と異なる様式を使用している
ものが見受けられた。また記
載が漏れているもの及び記載
が誤っているものが見受けら
れた。

令和７年度分の前渡金整理
簿は会計事務規則様式に差し
替え、記載漏れ及び誤記載は
追記・訂正を行った。

新年度分の書式の用意等、
現用の書式を更新する際は、
使用中の書式の複写ではなく
必ず会計課がキャビネットに
掲載しているものを用いるこ
と、また記載内容に対しダブ
ルチェックを行うことを徹底
している。

２ 資金前渡している自動車借
上料及び応急処置費におい
て、特別な事情があったとは
言え、立替払いとなっている
ものが見受けられた。

令和７年度の事業期間中は
常時、実施地の状況把握に努
め、資金前渡金の不足を発生
させずに事業終了を迎えた。

令和８年度以降は、実施地
での現金払いの委託業務化に
より資金前渡金を使用しない
前提で準備を進めている。

３ 契約締結兼支出負担行為伺
書において、予定価格及び比
較価格の記載が漏れているも
のが見受けられた。

該当箇所においては必要事
項を追記した。

以後、伝票起票時は、決裁
過程において記載内容のダブ
ルチェックを徹底している。

４ 契約締結兼支出負担行為伺
書において、予定価格が管財
課契約の範囲のものを分割し
て主管課契約で契約している
ものがあった。

事務処理の遅延による再発
を確実に防ぐため、前年度か
ら契約準備（下見積の入手
等）を行い新年度に即座に契
約締結依頼を行う旨を事務マ
ニュアルに明記し、課内で共
有した。

５ 見積書兼請書において、改
正前の個人情報等の取扱いに
関する特記仕様書が添付され
ているものがあった。

書式を用意する際は、過去
に使用した書式の複写ではな
く必ず管財課がキャビネット
に掲載しているものを用いる
こと、また契約伝票の起票時
にはダブルチェックを行うこ
とを職員間で確認し、徹底し
ている。

６ 契約締結報告書兼経過調書
において、記載が誤っている
ものがあった。

誤っている記載については
訂正を行った。以後、必ず契
約決定日を確認して記載のう
え、ダブルチェックを行って
いく。

１　定期監査（令和６年度事務の監査　第２回）（令和７年７月31日報告）措置事項

教育部指導課

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

【監査意見】
(南砺市利賀村訪問事業

の実施に伴う業務委託につ
いて)

１ 毎年、上記事業（南砺市利
賀村訪問事業）を円滑に実施
するため、事業に係る各種業
務委託契約を適切に行うこと
ができるよう、関係各課とよ
く連携し、その方策について
検討されたい。

同事業に係る業務委託にお
いては、次年度の事業に使用
するＪＲ等の鉄道旅券の手配
及び旅行変更費用保険（事故
等による旅行経路の変更への
備え）の加入手続きに限り、
次年度の予定支出額について
の見積合わせを行った後、現
年度予算の支出を伴わない契
約として起案書を作成のうえ
組織決定を行い、次年度には
この起案文書の写しを添付し
て特命随意契約を締結するこ
ととした。

また、その他の各種手配業
務委託を別契約とし、現地機
関と委託契約を締結すること
とした。

(セカンドスクール等に
係る資金前渡について)

２ 資金前渡は支出の特例であ
り、立替払及び前渡を受けた
費目外の目的で支出すること
は法令で禁止されているた
め、同事業に係る前渡につい
て効率化及び適正化を図る方
策について更に研究された
い。

令和８年度以降に実施する
同事業においては、実施地で
の現金払いの委託業務化によ
り資金前渡を行わない前提で
契約の準備を進めている。

郵券・金券類、公印及び
備品の管理

１ 切手等受払票において、記
載が漏れているものがあっ
た。

切手等受払票には記載が漏
れていた事項を追記した。以
後、切手を購入分をそのまま
使用する場合でも、必ず受払
票に記載することをルール化
して、複数人で確認してい
る。

２ 公印押印簿において、記載
が漏れているものがあった。

記載が漏れていた年度表示
については追記を行った。令
和７年度の公印押印簿は総務
課が提示している参考様式を
使用している。

新年度分の書式の用意等、
現用の書式を更新する際は、
使用中の書式の複写ではなく
必ず総務課がキャビネットに
掲載しているものを用いるこ
とを職員間で確認した。

３ 公印において、公印管理者
の許可を得る前に使用してい
るものがあった。

公印使用のルールを再確認
のうえ、職員間で共有した。
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 ＩＣＴ機器の運用 １ 電子決裁による起案書にお
いて、文書取扱主任の決裁が
漏れているものが見受けられ
た。

電子決裁において文書取扱
主任及び指定合議先等の設定
を漏らさないように定例打合
せにて担当内へ周知した。以
後、起案審査時に複数人で決
裁ルートの確認を実施してい
る。

また、文書取扱主任を１名
追加し、各担当に１名の設置
とすることで、設定漏れが起
きにくい仕組みへ変更した。
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監　査　項　目

予算の執行（資金前渡、
委託料、補助金含む）

１ 前渡金整理簿において、記
載が誤っているものが見受け
られた。

前渡金整理簿において、正
しい記載を担当者と確認し、
以後、適正に処理を行ってい
る。

２ 契約締結報告書兼経過調書
において、契約締結兼支出負
担行為伺書の決裁前に契約を
締結しているものが見受けら
れた。

契約締結兼支出負担行為伺
書の決裁後に契約締結報告書
兼経過調書において契約を締
結することを課内会議で注意
喚起した。

３ 委託契約において、再委託
確認書・再委託承諾申請書の
徴取が漏れているものが見受
けられた。

徴取が遅れていた再委託確
認書・再委託承諾申請書につ
いては、廃業した事業者分を
除き徴取した。課内会議にて
改めて全員に注意喚起し、以
後、適正に処理している。

４ 再委託確認書・再委託承諾
申請書において、記載が漏れ
ているもの及び記載が誤って
いるものをそのまま収受して
いるものが見受けられた。

不備のあった再委託確認
書・再委託承諾申請書につい
ては、正しい内容の再委託確
認書・再委託承諾申請書を徴
取した。課内会議にて改めて
全員に注意喚起し、以後、適
正に処理している。

郵券・金券類、公印及び
備品の管理

１ 切手等受払票において、訂
正印の押印が漏れているもの
及び記載が漏れているものが
見受けられた。

切手等受払票において、訂
正印の押印や記載漏れについ
ては修正した。以後、同じこ
とをしないように課内会議で
注意喚起した。

２ 備品において、現物を確認
できないものが見受けられ
た。

備品台帳に登録されている
備品の現況調査を行った。現
物がないものについては、適
正に備品異動処理を行った。
課内会議て改めて全員に注意
喚起した。

３ 備品において、備品シール
の貼付がないものが見受けら
れた。

備品シールの貼付のない備
品については、管財課に備品
シールの作成を依頼し、全て
の備品に備品シールを貼りつ
けた。課内会議にて改めて全
員に注意喚起した。

扶助費（就学援助費及び
特別支援教育就学奨励費）
の支給

１ 就学援助費兼高等学校等入
学準備金受給資格認定通知
書、就学援助費受給資格喪失
通知書において、要綱で定め
られた様式を一部変更して使
用しているものが見受けられ
た。

システムの入替による様式
の再登録及び根拠となる武蔵
野市就学援助費支給要綱の改
正を行った。以後、適正に処
理している。

１　定期監査（令和６年度事務の監査　第２回）（令和７年７月31日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

教育部教育支援課
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

扶助費（就学援助費及び
特別支援教育就学奨励費）
の支給

２ 就学援助費兼高等学校等入
学準備金受給資格否認定通知
書において、要綱で規定する
様式の更新が漏れていた。

システムの入替による様式
の再登録及び根拠となる武蔵
野市就学援助費支給要綱の改
正を行った。以後、適正に処
理している。

３ 起案文書において、起案日
より前の日付で決裁を行って
いるものがあった。また、訂
正印の押印が漏れているもの
が見受けられた。

決裁の日付について正しい
決裁日の押印を行い、訂正印
漏れについては適正に押印し
た。
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武蔵野市立第五中学校改築工事
武蔵野市立第五中学校改築に伴う電気設備工事
武蔵野市立第五中学校改築に伴う機械設備工事

財務部管財課

監　査　項　目

【監査意見】
（ゼロ債務負担行為に係

る支出負担行為の取扱い
について）

１ 公共施設の大更新期を迎え
るに当たり、ゼロ債務負担行
為を行うケースの増加が見込
まれるが、債務負担行為を予
算根拠として契約手続きを進
める場合、契約締結依頼書兼
支出負担行為伺書を起票する
際にはゼロ債務負担行為（ゼ
ロ市債）であることを明記す
るなど、事務手続きの統一化
と共通理解を促していくこと
が望ましい。また、同時に、
令和６年３月22日に財政課長
及び管財課長が連名で発出し
た事務連絡「長期継続契約及
び債務負担行為に係る令和６
年度支出負担行為の取扱いに
ついて（通知）」のとおり、
次年度以降は支出年度ごとに
４月１日を決裁日とした支出
負担行為伺書兼決定書を起票
するよう更なる注意喚起をさ
れたい。

財務会計ハンドブックにお
いて、令和７年７月改訂版か
ら、コラムや各種帳票の流れ
（フローチャート）に債務負
担行為についての記載を盛り
込んだ。

令和７年３月31日に財政課
長及び管財課長が連名で発出
した事務連絡「長期継続契約
（リース契約）及び債務負担
行為に係る令和７年度支出負
担行為の取扱いについて（通
知）」では、債務負担行為設
定の詳細な具体例を掲載する
よう見直した。同事務連絡に
おいて、次年度以降は支出年
度ごとに４月１日を決裁日と
した支出負担行為伺書兼決定
書を起票するよう引き続き注
意喚起を行っている。
　

（入札について） ２ 競争性確保のため複数者応
札を目指す必要性に鑑み、建
築を取り巻く社会状況が変化
を続ける中、市としてそれら
を敏感に把握しながら検討が
なされているが、今後も引続
き参加資格要件、入札期間、
発注ロット、工期等について
適切な設定を行うよう努めら
れたい。

大規模な工事については、
入札制度等検討委員会の各小
委員会で業者へのヒアリング
を行い、その結果を踏まえ
て、参加資格要件等の検討及
び設定を行っている。

そのほかの工事について
も、工事主管課と連携し、参
加資格要件等について適切な
設定を行っている。

（工事監理等業務委託に
ついて）

３ 設計意図伝達を重要視し、
工事監理等業務を設計業務受
託者へ特命随意契約により委
託したとのことだが、発注方
法については契約ごとに検討
されたい。

令和７年度からは工事監理
等業務委託についても競争入
札を基本としたうえで、発注
方法について契約ごとに検討
している。

設計意図伝達以外の特殊な
理由があれば特命随意契約を
認めているが、その場合も設
計事務所内で設計担当者と工
事監理担当者は別部門とし、
第三者の視点が入るよう仕様
書に記載するよう、工事主管
課に求めている。

２　定期監査 [工事] （令和６年度執行分第１回）（令和７年３月７日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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武蔵野市立第五中学校改築工事
武蔵野市立第五中学校改築に伴う電気設備工事
武蔵野市立第五中学校改築に伴う機械設備工事

教育部教育企画課

監　査　項　目

１ 改築工事及び電気設備工事
において、工程表が約款に定
められた期限内に提出されて
いなかった。

工事書類の提出について
は、落札後、受注者に提出書
類一覧表を配布し、工程表の
提出期限についても説明を
行っている。引き続き受注者
に指導を行っていく。

２ 改築工事において、支出負
担行為伺書兼決定書の決裁が
漏れていた。

決裁の漏れについては押印
した。決裁漏れについては、
係会議で周知し、以後、決裁
後の確認を徹底している。

３ 契約に先立って交付される
重要説明事項に、建築士法第
24条の７に定められた構造設
計一級建築士と設備設計一級
建築士の氏名が記載されてい
なかった。

設計又は工事監理に従事す
ることとなる建築士・建築設
備士等の記載の漏れについて
は、係会議で周知し、以後、
内容確認を徹底している。

【監査意見】
 （入札について）

１ 競争性確保のため複数者応
札を目指す必要性に鑑み、建
築を取り巻く社会状況が変化
を続ける中、市としてそれら
を敏感に把握しながら検討が
なされているが、今後も引続
き参加資格要件、入札期間、
発注ロット、工期等について
適切な設定を行うよう努めら
れたい。

引き続き社会状況の動向等
を把握しながら各種要件等を
設定し、適切な入札の実施に
努めている。

（工事監理等業務委託に
ついて）

２ 設計意図伝達を重要視し、
工事監理等業務を設計業務受
託者へ特命随意契約により委
託したとのことだが、発注方
法については契約ごとに検討
されたい。

発注方法は工事の特性や特
殊技術・工法等を踏まえ、案
件ごとに最適な発注方法を決
定している。

（わかりやすい資料等の
作成について）

３ 基本方針や基本計画等との
適合に係る資料等、あるいは
実際に納品された成果物等に
ついては、誰が見てもわかり
やすくすることを前提に整理
されたい。

成果物等についてはできる
限り第三者が見てもわかりや
すいような整理とするよう努
めている。

（積算時の見積り合せに
ついて）

４ 多数の供給メーカーがある
ものについては、３社を超え
て見積りを徴取することで、
より良い比較ができるものと
思われるので検討されたい。

３社を超える見積の徴収
は、見積額にばらつきがある
場合に、追加見積の徴収を行
い比較を行っている。

２　定期監査 [工事] （令和６年度執行分第１回）（令和７年３月７日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

【監査意見】
（設備の管理・運用等に

ついて）

５ 冷暖房は電気式のマルチ
パッケージ型空気調和機及び
ＧＨＰにより行われ、旧ビル
管理法が適用されるため、自
動制御設備が設けられている
が、設備管理要員を置かない
学校において適切な管理運用
が行われるよう、わかりやす
い取り扱い説明書の作成及び
説明会等の実施を検討された
い。

設備関係は、一般的な事項
のほか、第五中学校のシステ
ムに則した試運転調整及び屋
上設置の室外機等の騒音測定
を実施されたい。また、当該
校は冬期に完成するため、冷
房に係る夏季の試運転調整と
測定についても実施された
い。

自動制御設備の管理運用に
ついては、わかりやすい取り
扱い説明書の作成及び丁寧な
説明を実施した。

新校舎の設備に即した試運
転調整及び屋上設置の室外機
等について騒音測定を当初予
定どおり実施し、問題ないこ
とを確認した。

冷房にかかる夏季の試運転
調整は当初予定どおり実施
し、問題ないことを確認し
た。

 （文書の保存について） ６ 設計・工事に関する文書と
工事原議等は、文書の保存期
間が異なる。他自治体等の過
去の建築物には、小規模な改
修工事で建物の安全性が毀損
されている例が散見される。
完成図、機器納入仕様書、計
算書（構造、電気設備、機械
設備）や長期修繕計画 など、
施設改修時等に必要な文書が
所在不明となるようなことが
ないよう、保存すべき文書の
種類及び年限について、今
後、関係各課と調整のうえ検
討されたい。

新築・改築に伴う設計・工
事に関する文書の保存年限に
ついては、関係課の状況も確
認し、文書管理規定の最長30
年保存とした。また、工事原
義及び計画通知等の官公庁文
書については建物が存続する
限り保管することとした。

 （資格の活用について） ７ 技術職員各自の研さんに
よって、一級建築士、１級建
築施工管理技士、建築基準適
合判定資格者等の資格取得に
努めていることは望ましいこ
とである。これまで培ってき
た職務経験はもとより、取得
した資格をより効果的にア
ピールする方法を研究された
い。

資格の取得・活用を含めた
技術職員の専門性を活かした
人材育成については、人事課
と共有したうえで、研究す
る。
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　（１） 令和５年度財政援助団体等監査

監　査　項　目

 補助金
【監査意見】
（補助金の明確化につい

て）

１ 平成27年度に実施した監査
において、新武蔵野方式によ
る運営費補助金の明確化につ
いて意見を述べたところであ
るが、当該補助金の施設整備
に係る経費の申請は切り離さ
れたものの余剰金は一体と
なっている状態が続いてい
る。補助金の財源は市民の税
金であり、適正な執行を確保
し市民への説明責任を果たさ
なければならない。妥当性や
信頼性を高めるためにも、市
から交付される全ての補助金
について、一つ一つ補助金等
交付規則等に基づき実績を含
め使途を明確にされたい。

各補助金の交付規則等に基
づき補助対象経費を確認し、
適正な執行を徹底する。ま
た、公益会計基準の改正に伴
い財務諸表の変更が予定され
ているため、変更に合わせて
補助金の使途を記載できるよ
うに検討する。

  （その後の措置事項）
各補助金の交付規則等に基

づき補助対象経費を確認し、
適正な執行を徹底している。
なお、公益会計基準の改正に
伴い、財務諸表等が大幅に改
定されるため、経過措置期間
中に変更を行い、補助金の使
途を記載することを予定して
いる。

３　措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

公益財団法人武蔵野市子ども協会
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　（１） 令和５年度財政援助団体等監査

監　査　項　目

【監査意見】
（補助金の明確化につい

て）

１ 平成27年度に実施した監査
において、新武蔵野方式によ
る運営費補助金の明確化につ
いて意見を述べたところであ
るが、当該補助金の施設整備
に係る経費の申請は切り離さ
れたものの余剰金は一体と
なっている状態が続いてい
る。補助金の財源は市民の税
金であり、適正な執行を確保
し市民への説明責任を果たさ
なければならない。妥当性や
信頼性を高めるためにも、市
から交付される全ての補助金
について、一つ一つ補助金等
交付規則等に基づき実績を含
め使途を明確にされたい。

武蔵野市子ども協会は、公
益財団法人であり、会計上収
支相償の原則がある。新武蔵
野方式の補助金は、その収支
の差を埋める性格のものであ
るため、経費の内容が複雑で
わかりにくいことは認識して
いる。経費の性質上、工事以
外の使途を明確にすることは
難しい面もあるが、新武蔵野
方式の内容のあり方及び内容
の明確化が図れるよう検討す
る。

  （その後の措置事項）
毎年の予算編成時に補助金

対象となる各園の収支の見込
等がわかる資料を受領し適宜
確認を行っている。新武蔵野
方式については、内容のあり
方及び内容の明確化が図れる
よう、引き続き検討する。

（市の補助金以外の財源
の確保について）

２ 子ども協会の保育所運営に
ついては、新武蔵野方式によ
る公立保育園の設置・運営主
体変更に関する基本方針（平
成22年５月）において、財源
が生み出すことができる方法
として民設民営とするとあっ
た。毎年多くの補助金等が子
ども協会へ交付されている現
状に鑑みると、今後の新武蔵
野方式による補助内容のあり
方の検討や市の補助金以外の
財源の確保に向けて助言や指
導をされたい。

上記のとおり新武蔵野方式
の補助金は、収支の差を埋め
る性格のものであるため、収
入の増加又は支出の減少、も
しくはその両方により、新武
蔵野方式により支出する補助
金の減少を図ることができ
る。引き続き新武蔵野方式の
補助金以外の財源の確保につ
いて助言していく。

  （その後の措置事項）
新武蔵野方式により支出す

る補助金の減少を図るため、
子ども協会が運営する保育施
設が、国及び都の補助事業の
対象となる可能性が見込まれ
る場合は、適宜申請勧奨を
行っている。

３　措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

子ども家庭部子ども育成課

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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　（２） 定期監査（令和５年度事務の監査　第１回）

監　査　項　目

【監査意見】
（学習者用コンピュータ

の管理について）

１ 学習者用コンピュータが令
和３年度から導入されている
が、次の学習者用コンピュー
タ入替え等の検討の際には、
これまでの事務的な課題を整
理し、より良い管理が行われ
るよう努められたい。

 令和３年度の運用開始以
降、修理フローの見直し、動
産保険の導入等の改善を実施
してきたが、現在のところ故
障機の引揚げから返却までの
期間が長いことが主な課題と
認識している。次期学習者用
コンピュータに関する調達の
際には上記の課題が改善でき
るように検討を進めていく。

  （その後の措置事項）
令和８年度から使用する次

期学習者用コンピュータにお
いては、十分な台数の予備機
を確保するとともに、市立中
学校進学時に同一の端末を継
続使用する運用に変更するこ
とで年度替わり時の修理依頼
を抑制し、端末不足に陥らな
いような運用を確立した。

併せて、学校からの端末修
理依頼及び児童・生徒の転出
入に伴うアカウント作成等の
依頼をフォームで受け付ける
運用に変更し、正確かつ迅速
な対応を実現できる運用体制
を整備した。

３　措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

教育部指導課

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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　（３） 定期監査（令和５年度事務の監査　第２回）

監　査　項　目

【監査意見】
 （使用見込みのない金券
類について）

１   前回（令和元年度第２回）
の監査において、使用する見
込みのない金券類の今後の対
応について検討されたいとの
意見を付したが、若干の活用
は見受けられたものの、改善
が図られていなかった。長期
にわたって使用せずにある金
券類の保管は、伴うリスクも
大きくなる。今後の対応を早
急に検討されたい。

  使用見込のない金券類の引
受先として、庁内外問わず掛
け合ったものの、引受先は見
つからなかった。今後は売却
の可否も含め対応策について
至急検討をしたい。

  （その後の措置事項）
使用見込みのない金券類の

引受先や使用方法を継続的に
探しているが引受先や使用方
法が見つからない状況であ
る。

特に残数の多い未使用のテ
レフォンカードについては、
NTT通話料への充当を検討した
が、対象となる電話回線がア
ナログ回線等に限られてお
り、庁内の電話設備の状況か
ら充当することが難しいこと
が分かった。

売却することを念頭に置い
て引き続き対応策を検討す
る。

 （主管課検査について） ２   平成31年度から、工事及び
工事委託を除くすべての検査
が主管課検査となったもの
の、現状の指導及び取組みだ
けでは検査機能が十分でない
との認識があるなかで、手引
きの充実や検査区分の改正な
どの検討を開始されたとのこ
とではあるが、適正な執行を
確保するためにも、主管課検
査から総務課検査への検査区
分の見直しに取り組まれた
い。

  主管課検査員が適切に検査
する研修や情報提供を行い、
「市民が使用する施設等で安
全性や品質の確保が求められ
るもの」については、主管課
検査に同席して検査支援を
行った。引き続き、検査区分
の見直しの検討を行ってい
る。

３　措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

総務部総務課
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

  （その後の措置事項）
前年度同様に主管課検査員

が適切に検査を実施できるよ
う、研修や情報提供を行うこ
とで改めて検査業務の重要性
を再認識するよう促し、「市
民が使用する施設等において
の安全性や品質の確保が求め
られるもの」や、高額となる
備品購入の契約などの主管課
検査にも積極的に同席しつ
つ、検査支援を継続し、検査
区分の見直しの検討をしてい
る。

また、次期財務会計システ
ムの構築に際しても、主管課
検査が適正に執行されるよう
な仕掛けを含めるよう考慮し
ている。
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　（３） 定期監査（令和５年度事務の監査　第２回）

監　査　項　目

郵券・金券類、公印及び
備品の管理
【監査意見】
（庁内の情報基盤の適正

利用について）

１ 内部統合システム等で情報
提供がなされているが、運用
からそれた内容等が見られる
場合には、情報基盤の所管課
として各課へ注意を促すな
ど、適正な利用ができる環境
づくりに努められたい。

適切ではない利用が疑われ
る場合には、所管課へ確認を
行うとともに、適宜注意喚起
し、適正な利用が行われるよ
う努めている。

  （その後の措置事項）
管財課において、備品譲渡

にかかる適正な事務処理につ
いて周知した。今後も、庁内
の情報基盤の適正な利用が行
われるよう環境づくりを行
う。

３　措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

総務部情報政策課
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　（４） 定期監査 [工事] （令和５年度執行分）

監　査　項　目

【監査意見】
（設計・施工一括発注方

式に係る実施要領の整備に
ついて）

1 同一事業者において設計及
び施工を担うこととなる設
計・施工一括発注の場合は、
設計者及び施工者としての役
割分担や発注者及び受注者間
のリスク分担を明確にするこ
とにより、品質管理やトラブ
ル防止等につなげられるよ
う、実施要領の整備に努めら
れたい。

国の場合、設計と施工を別
の会社が請け負うケースが多
いと思われるため、マニュア
ルが作成されたものと思われ
るが、本市の工事規模では設
計・施工を同じ会社が請け
負っており、国で想定するリ
スクが本市において顕在化し
ているとは認識していない。

また、近隣区市で実施要領
を作成しているところは見受
けられない。

実施要領の整備について、
近隣区市をはじめ他自治体の
動向を注視していきたい。

  （その後の措置事項）
本市において、関前南小学

校校舎増築工事以降、設計・
施工一括発注を採用した事例
はなく、本市の工事規模では
設計・施工を同じ業者が請け
負った場合でも、国で想定す
るリスクが顕在化するとは認
識していない。

実施要領の整備について、
近隣区市をはじめ他自治体の
動向を引き続き注視してい
る。

３　措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

財務部管財課

24



　（５） 定期監査（令和４年度事務の監査　第２回）

監　査　項　目

その他
【監査意見】
（手数料の徴収につい

て）

１   現金取扱のリスクを減らす
取組を進められたい。

（令和５年度第２回措置事項報
告）
  来庁者の利便性も考慮し、
現金取扱も一部残している
が、今後の取扱については検
討していく。また、令和５年
７月からキャッシュレス決済
を導入しており、現金取扱の
リスク低減が図られている。

（令和６年度第２回措置事項報
告）
  令和７年度よりこれまで現
金のみの取扱としていた犬の
登録関係届及び有償刊行物
（武蔵野市全図）についても
キャッシュレス決済を導入す
る。これにより可能なものに
ついてはすべてキャッシュレ
ス決済が導入されるが、引き
続き来庁者の利便性を考慮し
つつ、現金取扱のリスク低減
を図るよう努める。

  （その後の措置事項）
夜間窓口等における現金取

扱のリスクの低減を図った。

３　措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

市民部市政センター
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